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暮らしの情報

子
育
て

子
育
て

直
方
市
ハ
ー
ト
フ
ル
奨
学
金

　

経
済
的
理
由
に
よ
り
、
就
学
が

困
難
な
高
校
生
・
高
等
専
門
学
校

生
を
支
援
す
る
た
め
、「
将
来
か

な
え
た
い
夢
が
あ
る
、
そ
の
た
め

に
今
だ
か
ら
こ
そ
頑
張
り
た
い
こ

と
が
あ
る
」
と
い
う
学
生
の
皆
さ

ん
を
応
援
し
ま
す
。
奨
学
金
は
本

人
に
支
給
さ
れ
、
返
還
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。詳
し
く
は
、市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

支
給
金
額
…
月
額
２
万
円
（
返
還

不
要
）

支
給
期
間
…
来
年
４
月
か
ら
１
年

間
対
象
…
市
内
に
住
ん
で
い
る
中
学

３
年
生
（
来
春
高
校
１
年
生
）

募
集
人
数
…
５
人

申
込
期
間
…
７
月
19
日
（
金
）
〜

８
月
30
日
（
金
）

問
い
合
わ
せ
…
学
校
教
育
課
学
校

教
育
係

　
（
TEL 

25

－

2
3
2
3
）

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

奨
学
金
の
返
還
を支援

し
ま
す

対
象
…
令
和
4
年
4
月
1
日
以
降

に
卒
業
・
修
了
し
た
人
で
、
在

学
中
に
奨
学
金
を
借
り
た
人

※
他
に
も
条
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し

く
は
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

補
助
金
額
…
年
間
で
最
大
15
万
円

（
最
長
3
年
間
）

申
請
期
間
…
7
月
1
日
（
月
）
〜

9
月
30
日
（
月
）

問
い
合
わ
せ
…
企
画
経
営
課
企
画

経
営
係

　
（
TEL 

25

－

2
2
3
0
）

令
和
6
年
度

全
国
家
計
構
造
調
査
を

実
施
し
ま
す

　

家
計
に
お
け
る
消
費
や
所
得
、

資
産
な
ど
の
実
態
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
、
国
が
5
年
に
一
度
実
施

し
て
い
る
調
査
で
す
。
調
査
に

よ
っ
て
集
め
ら
れ
る
個
人
情
報

は
、
統
計
法
に
よ
り
保
護
さ
れ
ま

す
。
県
知
事
発
行
の
調
査
員
証
を

携
帯
し
た
調
査
員
が
お
伺
い
し
た

際
は
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
象
…
対
象
地
区
内
の
一
部
の
世
帯

調
査
準
備
期
間
…
8
月
〜
9
月

調
査
期
間
…
10
月
〜
11
月

問
い
合
わ
せ
…
総
務
課
総
務
法
制
係

　
（
TEL 

25

－

2
2
2
2
）

川
や
池
で
の
水
遊
び
は
危
険

　

た
め
池
で
の
水
遊
び
・
魚
釣
り

な
ど
を
目
的
と
し
た
立
ち
入
り
を

禁
止
し
て
い
ま
す
。
水
遊
び
や
魚

釣
り
は
大
変
危
険
で
す
。
水
難
事

故
を
防
ぐ
た
め
、
保
護
者
や
地
域

の
皆
さ
ん
で
、
注
意
・
声
か
け
を

お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
土
木
課
農
業
土
木
係

　
（
TEL 

25

－

2
1
6
6
）

男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

の
貸
館
が
終
了
し
ま
す

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
建
設
に
伴

う
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
解
体

準
備
の
た
め
、
セ
ン
タ
ー
の
利
用
期

間
が
12
月
28
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
…
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

推
進
課
男
女
共
同
参
画
推
進
係

　
（
TEL 

25

－

2
2
4
4
）

保
育
所・認
定
こ
ど
も
園
お
よ
び

幼
稚
園
合
同
就
職
説
明
会

　

入
退
場
自
由
・
私
服
参
加

O
K
・
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
O
K
。

市
内
の
各
園
と
お
話
が
で
き
ま

す
。
将
来
、
保
育
の
仕
事
を
目
指

し
て
い
る
人
や
資
格
を
お
持
ち
の

人
、
興
味
が
あ
る
人
は
ぜ
ひ
ご
参

加
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。　
　
　

と
き
…
7
月
28
日
（
日
）

　

午
後
0
時
30
分
〜
午
後
4
時

と
こ
ろ
…
イ
オ
ン
モ
ー
ル
直
方

　

2
階
イ
オ
ン
ホ
ー
ル

定
員
…
オ
ン
ラ
イ
ン
の
み
先
着
6
人

問
い
合
わ
せ
…
こ
ど
も
育
成
課
こ

ど
も
育
成
係

　
（
TEL 

25

－

2
1
4
8
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

休
日
受
け
取
り
が
で
き
ま
す

　

お
仕
事
の
都
合
な
ど
に
よ
り
、

通
常
開
庁
時
に
来
庁
で
き
な
い
人

の
た
め
、
左
記
の
日
時
で
交
付
を

行
い
ま
す
。

※
電
話
で
の
予
約
が
必
要
で
す
。

と
き
…
7
月
20
日
（
土
）

　
午
前
8
時
30
分
〜
正
午

と
こ
ろ
…
市
庁
舎
1
階
2
番
窓
口

申
込
期
限
…
7
月
19
日
（
金
）

　

午
後
5
時

問
い
合
わ
せ
…
市
民
・
人
権
同
和

対
策
課
市
民
係

　
（
TEL 

25

－

2
2
7
7
）

　　毎週木曜日は窓口延長　　　　　     市民・人権同和対策課、税務課、保険課等は午後 7 時まで 

市 内 一 斉 清 掃
地域で決められた時間〜午前11時
と き

問い合わせ・当日の連絡先

※雨天中止の場合8月18日(日)に延期

　住みよい街づくりのため、市内校区で一斉清掃を行いま
す。皆さんで、お住まいの地域をきれいにしましょう。 

直方市環境衛生連合会　TEL 25-2123

8月4日(日)
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暮らしの情報参加料などについては、特に記載がないものは無料です。

直方市公式インスタグラムもお楽しみに　　　 SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）でも情報発信中

空
き
家
活
用
相
談
会

　

空
き
家
を
所
有
し
て
い
る
か
、
将

来
的
に
空
き
家
に
な
る
可
能
性
が

あ
る
家
屋
の
活
用
に
つ
い
て
、
弁
護

士
と
司
法
書
士
に
空
き
家
の
利
活

用
に
つ
い
て
の
相
談
が
で
き
ま
す
。    

対
象
…

①
直
鞍
地
区
（
直
方
市
・
宮
若
市
・

鞍
手
町
・
小
竹
町
）
に
あ
る
空

き
家
の
所
有
者
・
管
理
者

②
①
の
対
象
者
で
あ
り
、
空
き
家

の
有
効
活
用
を
考
え
て
い
る
人

と
き
…
7
月
26
日
（
金
）

　

午
後
1
時
〜
5
時
（
最
終
受
付

は
午
後
4
時
）

と
こ
ろ
…
市
庁
舎
５
階　

5
0
3

会
議
室

問
い
合
わ
せ
…
直
鞍
地
区
居
住
支

援
協
議
会
事
務
局
一
般
社
団
法

人
そ
ー
し
ゃ
る
・
お
ふ
ぃ
す

　
（
TEL 

28

－

8
1
0
2
）

直
方
の
避
暑
地

竜
王
峡
キ
ャ
ン
プ
村
開
村

　

開
村
期
間
中
は
、
あ
ず
ま
や
・

バ
ン
ガ
ロ
ー
・
テ
ン
ト
サ
イ
ト
で
宿

泊
で
き
ま
す
。
各
種
イ
ベ
ン
ト
も

開
催
さ
れ
ま
す
。
宿
泊
料
金
お
よ

び
駐
車
料
金
な
ど
、
詳
し
く
は
市

ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。    

と
き
…
7
月
12
日
（
金
）
〜
9
月

1
日
（
日
）

と
こ
ろ
…
竜
王
峡
キ
ャ
ン
プ
村

問
い
合
わ
せ
…
竜
王
峡
運
営
協
議
会

　
（
TEL 

26

－

0
1
4
1
）

野外焼却（野焼き）とは 　法律に定められた処理方法に従わず、廃棄物を焼却することです。

具体的な例  
河川敷の草や木、道路管理者による
道路の維持管理の草焼きなど 

災害時の応急対応 
火災予防訓練など 

どんど焼き 
しめ縄の焼却など 

あぜ草や下枝の焼却 
田畑の害虫防止など 

落ち葉たき 
キャンプファイヤーなど

例外規定にあげられるもの  
国または地方公共団体がその施設の管理を行う
ために必要な廃棄物の焼却 

震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、
応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 

風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要
な廃棄物の焼却 

農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないも
のとして行われる廃棄物の焼却 

たき火その他日常生活を営む上で通常行われる 
廃棄物の焼却であって軽微なもの

● 野外焼却(野焼き)禁止には、以下の例外となる場合もありますが、
　 近隣住民からの苦情があれば、この限りではありません。

問い合わせ　循環社会推進課廃棄物対策係　TEL：26-4992

　野外焼却（野焼き）は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止され
ています。廃棄物の不法投棄や違法な野外焼却（未遂行為も含む）は 5 年以下の
懲役または 1,000 万円以下の罰金（法人は 3 億円以下の罰金）が科せられます。

　廃棄物は適正に処理しましょう。

ご存知ですか？野外焼却（野焼き）の禁止

ごみを適正に
処理する方法など
詳しくは、市ホーム

ページをご覧
ください。

　
次
の
方
よ
り
、寄
附
が
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。

直
方
商
工
会
議
所
女
性
会
　
様

末
松
　
清
志
　
様

直
活
会
　
様

林
　
照
之
　
様

寄
附
の
お
礼

　

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
と

は
、直
方
市
外
に
本
社
の
あ
る

企
業
が
、直
方
市
の
取
り
組
み

を
応
援
す
る
た
め
に
寄
附
を
す

る
制
度
で
す
。次
の
企
業
よ
り
、

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
が
寄
せ

ら
れ
ま
し
た
。

《
企
業
名
》

株
式
会
社
　
ピ
コ
ラ
ボ
　
様

《
寄
附
事
業
》

結
婚・出
産・子
育
て
支
援
の
充
実

企
業
版
ふ
る
さ
と
納
税
のお

礼




